
 

 

 

 

各種手帳について 
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１　身体障害者手帳 

身体に一定の永続する障がいがあり、その等級が１～６級に該当した場合に、身体障害者手帳の交

付を受けることができます。（７級は交付されません） 

手帳が交付される障がいの種類は下の表をご覧ください。 

 

●障がいの種類 

 

●申請に必要なもの 

（１）身体障害者診断書・意見書（指定医師作成のもので、作成から３か月以内のもの） 

（２）写真１枚（縦４cm×横３cm、帽子・マスク・サングラス等を着用していないもの） 

※宗教上の理由など特別な事情がある場合を除きます。 

（３）マイナンバーが確認できるもの 

 

●手帳交付までの流れ 

 

●こんなときには 

手帳の交付後、次のいずれかに該当した場合は福祉課または木野支所で手続きを行ってください。 

（１）住所・氏名が変わったとき（手帳の記載事項を変更します） 

【持ち物】手帳、マイナンバーが確認できるもの 

（２）障がいの程度が変わったとき（手帳を再交付します） 

【持ち物】手帳、診断書、写真、マイナンバーが確認できるもの 

（３）手帳を紛失・破損したとき（手帳を再交付します） 

【持ち物】手帳（破損の場合）、写真、マイナンバーが確認できるもの 

（４）手帳の交付を受けている人が亡くなったとき、障がいに該当しなくなったとき 

　　　（手帳を返還していただきます） 

【持ち物】手帳、マイナンバーが確認できるもの 

（５）手帳の再認定時期が近づいたとき（再度診断書を提出し、再認定を行います） 

【持ち物】手帳、診断書、写真 

 

 障がいの部位 等級
 

肢体不自由
上肢・下肢障がい １級～６級

 体幹機能障がい １級～３級、５級
 視覚障がい １級～６級
 聴覚障がい ２級～４級、６級
 平衡機能障がい（体がふらつく等） ３級、５級
 音声機能障がい・言語機能障がい・そしゃく機能障がい 

（声がでない・話すことができない等）
３級、４級

 内部障がい 

（内臓や免疫機能に 

障がいがある）

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 １級、３級、４級
 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓 １級～４級

 

本人 

（保護者）

①診断を受ける
  

指定医師

 ②診断書作成
 
 ③申請 ④認定依頼

北海道立 

心身障害者 

総合相談所

  福祉課 

または木野支所
 ⑥交付 ⑤交付決定
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２　療育手帳 
 
知的障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に、療育手帳の交付を受け

ることができます。 
 
●障がいの程度  

　※1障がい程度は日常生活、社会生活などの能力を総合的に判断するため、知能指数（ＩＱ）だけで 

は一概に区分できません。 

　※2判定は北海道立心身障害者総合相談所または帯広児童相談所で行います。 
 
 
●手帳交付までの流れ 

（１８歳以上の場合） 

　（１８歳未満の場合） 

 
 

●聞き取り調査時に必要な持ち物（初めて療育手帳を申請する１８歳以上の人） 

（１）医学的判定意見書（精神用）※福祉課または木野支所に様式があります。 

（２）母子手帳 

（３）成績表（紛失の場合は不要） 

（４）印鑑 

 

●聞き取り調査時に必要な持ち物（療育手帳の再判定を受ける１８歳以上の人） 

（１）療育手帳 

（２）印鑑 

 

●新規申請時に必要な持ち物 

（１）写真１枚（縦４cm×横３cm、帽子・マスク・サングラス等を着用していないもの） 

※宗教上の理由など特別な事情がある場合を除きます。 

（２）マイナンバーが確認できるもの 

 

 区分 内容

  

 

Ａ判定（重度）

知能指数（ＩＱ）がおおむね３５以下（肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がいの身体障

害者手帳の等級が 1級、２級または３級の者については５０以下）の知的障がい者であ

って、次のいずれかに該当するもの 

（１）日常生活における基本的な動作（食事、排せつ、入浴、洗面及び脱着衣等）が困

難であって、個別的指導及び介助を必要とするもの 

（２）失禁、異食、興奮、多動その他の問題行動を有し、常時注意を必要とするもの

 Ｂ判定（中・軽度） 知能指数（ＩＱ）がおおむね３５以上７０ないし７５以下の知的障がい者

 

本人 

（保護者）

⑤判定を受ける（※2）

北海道立 

心身障害者 

総合相談所

 
 ①申請・聴き取り調査 ②判定依頼

 

福祉課 

または木野支所

 ④日程の連絡 　③日程調整

 
 ⑦手帳の交付 ⑥結果通知・手帳作成

 

 

本人 

（保護者）

①判定を受ける

帯広児童相談所

 
 ②申請 ③判定依頼

 
福祉課 

または木野支所
 ⑤手帳の交付 ④結果通知・手帳作成
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●こんなときには 

手帳の交付後、次のいずれかに該当した場合は、福祉課または木野支所で手続きを行ってください。 

（１）住所・氏名が変わったとき（手帳の記載事項を変更します） 

【持ち物】手帳 

 

（２）障がいの程度が変わったとき（児童相談所等での判定を受けた後、手帳を再交付します） 

【持ち物】手帳、写真、マイナンバーが確認できるもの 

 

（３）手帳を紛失・破損したとき（手帳を再交付します） 

【持ち物】手帳（破損の場合）、写真、マイナンバーが確認できるもの 

 

（４）手帳の交付を受けている人が亡くなったとき、障がいに該当しなくなったとき 

（手帳を返還していただきます） 

【持ち物】手帳
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３　精神障害者保健福祉手帳 

 

精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があ

ると認められる場合に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。 

 

●対象となる疾患など 

 

●申請に必要なもの 

（１）診断書（指定医師作成のもので、作成から３か月以内のもの） 

　　または障害年金証書の写し及び直近の年金振込（支払）通知書の写し 

（２）写真１枚（縦４cm×横３cm、帽子・マスク・サングラス等を着用していないもの） 

　※宗教上の理由など特別な事情がある場合を除きます。 

　※写真の添付は任意ですが、写真付きの手帳でなければ受けられないサービスがあります。 

（３）マイナンバーが確認できるもの 

 

●手帳交付までの流れ 

 

●こんなときには 

手帳の交付後、次のいずれかに該当した場合は、福祉課または木野支所で手続きを行ってください。 

（１）住所・氏名が変わったとき（手帳の記載事項を変更します） 

【持ち物】手帳 

（２）障がいの程度が変わったとき（手帳の再交付をします） 

【持ち物】手帳、診断書または年金証書の写し、写真（任意） 

（３）手帳を紛失・破損したとき（手帳の再交付をします） 

【持ち物】手帳（破損の場合）、写真（任意） 

（４）手帳の交付を受けている人が亡くなったとき、障がいに該当しなくなったとき 

（手帳を返還していただきます） 

【持ち物】手帳 

（５）手帳の更新時期が近づいたとき～有効期限の３か月前から手続ができます～ 

【持ち物】手帳、診断書または年金証書の写し、写真（任意） 

 対象疾患 等級
 統合失調症

１級～３級

 気分（感情）障がい
 非定型精神病
 てんかん
 中毒精神病
 器質性精神障がい（高次脳機能障がいを含む）
 発達障がい
 その他の精神疾患

 

本人 

（保護者）

①診断を受ける
  

指定医師

 ②診断書作成
 
 ③申請 ④書類送付 北海道立 

精神保健 

福祉センター 

（保健所経由）

  福祉課 

または木野支所
 ⑥交付 ⑤交付決定
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●精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準●　 
 

障がい 

等　級

障　が　い　の　状　態

 
精神疾患（機能障がい）の状態 能力障がい（活動制限）の状態

 

１　級 

（精神障が

い で あ っ

て、日常生

活の用を弁

ずることを

不能ならし

める程度の

もの）

１　統合失調症によるものであっては、高度の残遺状態

又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障

がい、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。 

２　気分（感情）障がいによるものにあっては、高度の

気分、意欲・行動及び思考の障がいの病相期があり、

かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したり

するもの。 

３　非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は

病状が前記１．２に準じるもの。 

４　てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返

す発作又は知能障がいその他の精神神経症状が高度

であるもの。 

５　中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の

精神神経症状が高度なもの。 

６　器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、

遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれか

があり、そのうちひとつ以上が高度のもの。 

７　発達障害によるものにあっては、その主症状とその

他の神経症状が高度のもの。 

８　その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１

～７に準ずるもの。

 

１　調和のとれた適切な食事摂取ができない。 

２　洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持が

できない。 

３　金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができ

ない。 

４　通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことが

できない。 

５　家族や知人・近隣等の適切な意思伝達ができない。

協調的な対人関係を作れない。 

６　身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対

応できない。 

７　社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用す

ることができない。 

８　社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会

的活動に参加できない。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）

 

２　級 

（精神障が

い で あ っ

て、日常生

活が著しく

制限を受け

るか、又は

日常生活に

著しい制限

を加えるこ

とを必要と

する程度の

もの）

１　統合失調症によるものであっては、残遺状態又は病

状があるため、人格変化、思考障がい、その他妄想幻

覚等の異常体験があるもの。 

２　気分（感情）障がいによるものにあっては、気分、

意欲・行動及び思考の障がいの病相期があり、かつ、

これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするも

の。 

３　非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は

病状が前記１．２に準じるもの。 

４　てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返

す発作又は知能障がいその他の精神神経症状がある

もの。 

５　中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の

精神神経症状があるもの。 

６　器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、

遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれか

があり、そのうちひとつ以上が中等度のもの。 

７　発達障害によるものにあっては、その主症状が高度

であり、その他の精神神経症状があるもの 

８　その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１

～７に準ずるもの。

１　調和のとれた適切な食事摂取が援助なしにはでき

ない。 

２　洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は

援助なしにはできない。 

３　金銭管理能や、計画的で適切な買物は援助なしに

はできない。 

４　通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助

なしにはできない。 

５　家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な

対人関係づくりは援助なしにはできない。 

６　身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援

助なしにはできない。 

７　社会的手続きや一般の公共施設の利用は援助なし

にはできない。 

８　社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会

的活動への参加は援助なしにはできない。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）
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障がい 

等　級

障　が　い　の　状　態

 
精神疾患（機能障がい）の状態 能力障がいの状態

 ３　級 

（精神障が

い で あ っ

て、日常生

活若しくは

社会生活が

制限を受け

るか、又は

日常生活若

しくは社会

生活に制限

を加えるこ

とを必要と

する程度の

もの）

１　統合失調症によるものであっては、残遺状態又は

病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思

考障がい、その他妄想・幻覚等の異常体験があるも

の。 

２　気分（感情）障がいによるものにあっては、気分、

意欲・行動及び思考の障がいの病相期があり、その

症状は著しくはないが、これらが持続したり、ひん

ぱんに繰り返したりするもの。 

３　非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又

は病状が前記１．２に準じるもの。 

４　てんかんによるものにあっては、発作又は知能障

がいその他の精神神経症状があるもの。 

５　中毒精神病によるものにあっては、認知症は著し

くないが、その他の精神神経症状があるもの。 

６　器質性精神病によるものにあっては、記憶障害、

遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれ

かがあり、いずれも軽度のもの。 

７　発達障害によるものにあっては、その主症状とそ

の他の精神神経症状があるもの。 

８　その他の精神疾患によるものにあっては、上記の

１～７に準ずるもの。

１　調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うこと

ができるがなお援助を必要とする。 

２　洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は自

発的に行うことができるがなお援助を必要とする。 

３　金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるがな

お援助を必要とする。 

４　規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要

とする。 

５　家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対

人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。 

６　身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切

であるが、なお援助を必要とする。 

７　社会的手続きや一般の公共施設の利用は概ねでき

るが、なお援助を必要とする。 

８　社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的

活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要

とする。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）
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４　介護保険制度との関係について　 

 

介護保険サービスを利用できる人は、６５歳以上で介護が必要であると認定を受けた、または 

４０歳以上６５歳未満で下記の特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された人です。 

　各障害者手帳をお持ちの人もこれに該当する場合は、原則介護保険サービスを優先利用していただ

くことになります。ただし、介護保険のメニューにないサービスについては、引き続き障がい福祉サ

ービスを利用することができるなどの例外もあります。 

 

特定疾病（１６種類）とは 

 

 
がん末期 閉塞性動脈硬化症

 
初老期の認知症 慢性閉塞性肺疾患

 
脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など）

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形

性関節症

 
筋萎縮性側索硬化症 関節リウマチ

 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び 

パーキンソン病
後縦靱帯骨化症

 
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症

 
多系統萎縮症 骨折を伴う骨粗しょう症

 
糖尿病の合併症（網膜症・腎症・神経障害） 早老症



別表１　　身体障害者障害程度等級表

２　一下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの

３　一下肢の機能を全廃したもの

注意

備考

上肢機能 移動機能

１　両上肢の機能を全廃したもの １　両下肢の機能を全廃したもの

２　両上肢を手関節以上で欠くもの ２　両下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの

１　両上肢の機能の著しい障害 １　両下肢の機能の著しい障害

２　両上肢のすべての指を欠くもの ２　両下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの

３　一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

４　一上肢の機能を全廃したもの

１　両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの １　両下肢をショパー関節以上で欠くもの

３　一上肢の機能の著しい障害

４　一上肢のすべての指を欠くもの

１　両上肢のおや指を欠くもの １　両下肢のすべての指を欠くもの

２　両上肢のおや指の機能を全廃したもの

４　一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

４　一下肢の機能の著しい障害

１　両上肢のおや指の機能の著しい障害

２　一下肢の足関節の機能を全廃したもの 　身体障害者手帳は、１～６級に該当した場合、交付されます。7級は、交付されません。
３　一上肢のおや指を欠くもの 　※あくまでも目安ですので、実際に交付になるかどうかは医師とご相談ください。
４　一上肢のおや指の機能を全廃したもの

３　両眼中心視野角度が56度以下の

もの

１　一上肢のおや指の機能の著しい障害 １　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

２　一下肢の足関節の機能の著しい障害

１　一上肢の機能の軽度の障害

２　一下肢の機能の軽度の障害

３　一上肢の手指の機能の軽度の障害

４　一下肢のすべての指を欠くもの

５　一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

級

　

　別

肢　　　　　　体　　　　　　不　　　　　　自　　　　　　由

視　覚　障　害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

上　　　　　　　　　　肢 下　　　　　　　　　　肢 体　　　　幹

乳児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害 聴　覚　障　害 平衡機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害
ぼうこう又は
直腸の機能障害

小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害
肝臓機能障害

１

　
　級

体幹の機能障害により坐っていること

ができないもの
不随意運動・失調等に

より上肢を使用する

日常生活動作がほと

んど不可能なもの

不随意運動・失調等に

より歩行が不可能な

もの

視力の良い方の眼の視力（万国式試視

力表によって測ったものをいい、屈折

異常のある者については、矯正視力に

ついて測ったものをいう。以下同じ。）

が0.01以下のもの

心臓の機能の障害に

より自己の身辺の日

常生活活動が極度に

制限されるもの

じん臓の機能の障害に

より自己の身辺の日常

生活活動が極度に制限

されるもの

呼吸器の機能の障害

により自己の身辺の日

常生活活動が極度に

制限されるもの

ぼうこう又は直腸の機

能の障害により自己の

身辺の日常生活活動

が極度に制限されるも

の

小腸の機能の障害に

より自己の身辺の日

常生活活動が極度に

制限されるもの

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の

障害により日常生活

がほとんど不可能な

もの

肝臓の機能の障害に

より日常生活活動が

ほとんど不可能なも

の

１　体幹の機能障害により坐位又は起

立位を保つことが困難なもの

１　視力の良い方の眼の視力が0.02

以上0.03以下のもの 　両耳の聴力レベルがそれぞれ

100デシベル以上のもの（両耳

全ろう）

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の

障害により日常生活

が極度に制限される

もの

肝臓の機能の障害に

より日常生活活動が

極度に制限されるも

の
２　視力の良い方の眼の視力が0.04

かつ他方の眼の視力が手動弁以下の

もの

２　体幹の機能障害により立ち上がる

ことが困難なもの

3　周辺視野角度（Ｉ/４視標による。以

下同じ。）の総和が左右眼それぞれ80

度以下かつ両眼中心視野角度（Ｉ/２視

標による。以下同じ。）が28度以下の

もの

４　両眼開放視認点数が70点以下か

つ両眼中心視野視認点数が20点以下

のもの

体幹の機能障害により歩行が困難なも

の

１　視力の良い方の眼の視力が0.04

以上0.07以下のもの（2級の２に該当

するものを除く。）

両耳の聴力レベルが90デシベ

ル以上のもの（耳介に接しなけ

れば大声語を理解し得ないも

の）

平衡機能の極めて著しい障害

音声機能、言語機能

又はそしゃく機能の喪

失

心臓の機能の障害に

より家庭内での日常

生活活動が著しく制

限されるもの

じん臓の機能の障害に

より家庭内での日常生

活活動が著しく制限さ

れるもの

呼吸器の機能の障害

により家庭内での日常

生活活動が著しく制限

されるもの

ぼうこう又は直腸の機

能の障害により家庭内

での日常生活活動が

著しく制限されるもの

小腸の機能の障害に

より家庭内での日常

生活活動が著しく制

限されるもの
２　両上肢のおや指及びひとさし指の機能を

全廃したもの ２　視力の良い方の眼の視力が0.08

かつ他方の眼の視力が手動弁以下の

もの

３　周辺視野角度の総和が左右眼それ

ぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度

が56度以下のもの５　一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

４　両眼開放視認点数が70点以下か

つ両眼中心視野視認点数が40点以下

のもの

１　視力の良い方の眼の視力が0.08

以上0.1以下のもの（3級の２に該当す

るものを除く。）

１　両耳の聴力レベルが80デシ

ベル以上のもの（耳介に接しな

ければ話声語を理解し得ない

もの）
音声機能、言語機能

又はそしゃく機能の著

しい障害

２　両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

３　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能を全廃したもの

３　一下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの
２　周辺視野角度の総和が左右眼それ

ぞれ80度以下のもの
２　両耳による普通話声の最良

の語音明瞭度が50パーセント

以下のもの５　一上肢のおや指及びひとさし指の機能を

全廃したもの

３　両眼開放視認点数が70点以下の

もの
５　一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃し

たもの
６　おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三

指を欠くもの
６　一下肢が健側に比して10センチメートル以

上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
７　おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三

指の機能を全廃したもの

８　おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四

指の機能の著しい障害

１　一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい

障害
体幹の機能の著しい障害 不随意運動・失調等に

よる上肢の機能障害

により社会での日常

生活活動に支障のあ

るもの

不随意運動・失調等に

より社会での日常生

活活動に支障のある

もの

１　視力の良い方の眼の視力が0.2か

つ他方の眼の視力が0.02以下のもの

平衡機能の著しい障害
２　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能の著しい障害
２　両眼による視野の2分の1以上が

欠けているもの

３　一下肢が健側に比して5センチメートル

以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

５　一上肢のおや指及びひとさし指の機能の

著しい障害

４　両眼開放視認点数が70点を超え

てかつ100点以下のもの

６　おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三

指の機能の著しい障害

５　両眼中心視野視認点数が40点以

下のもの

不随意運動・失調等に

より上肢の機能の劣

るもの

不随意運動・失調等に

より移動機能の劣る

もの

視力の良い方の眼の視力が0.3以上

0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02

以下のもの

１　両耳の聴力レベルが70デシ

ベル以上のもの（40センチ

メートル以上の距離で発声さ

れた会話語を理解し得ないも

の）

１　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、
　　二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。２　ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くも

の

２　肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
３　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

を全廃したもの
２　一側耳の聴力レベルが90

デシベル以上、他側耳の聴力レ

ベルが50デシベル以上のもの

３　異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案
　　して当該等級より上位の等級とすることができる。

４　「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一
　　指骨間関節以上を欠くものをいう。

１　両下肢のすべての指の機能の著しい障害

上肢に不随意運動・失

調等を有するもの

下肢に不随意運動・失

調等を有するもの

２　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の

　　うち、いずれか一関節の機能の軽度の障害

５　「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗
　　運動障害をも含むものとする。

３　一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、

いずれか一関節の機能の軽度の障害 ６　上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては
　　坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。４　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

の著しい障害

５　一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠く

もの ７　下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。　　６　一下肢が健側に比して3センチメートル以上

又は健側の長さの20分の1以上短いもの
６　一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能

を全廃したもの

２

　
　
　級

不随意運動・失調等に

より上肢を使用する

日常生活動作が極度

に制限されるもの

不随意運動・失調等に

より歩行が極度に制

限されるもの

３

　
　
　級

不随意運動・失調等に

より上肢を使用する

日常生活動作が著し

く制限されるもの

不随意運動・失調等に

より歩行が家庭内で

の日常生活活動に制

限されるもの

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の

障害により日常生活

が著しく制限される

もの（社会での日常生

活活動が著しく制限

されるものを除く。）

肝臓の機能の障害に

より日常生活活動が

著しく制限されるも

の（社会での日常生活

活動が著しく制限さ

れるものを除く。）

４

　
　
　級

不随意運動・失調等に

よる上肢の機能障害

により社会での日常

生活活動が著しく制

限されるもの

不随意運動・失調等に

より社会での日常生

活活動が著しく制限

されるもの

心臓の機能の障害に

より社会での日常生

活活動が著しく制限

されるもの

じん臓の機能の障害に

より社会での日常生活

活動が著しく制限され

るもの

呼吸器の機能の障害

により社会での日常生

活活動が著しく制限さ

れるもの

ぼうこう又は直腸の機

能の障害により社会で

の日常生活活動が著し

く制限されるもの

小腸の機能の障害に

より社会での日常生

活活動が著しく制限

されるもの

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の

障害により社会での

日常生活活動が著し

く制限されるもの

肝臓の機能の障害に

より社会での日常生

活活動が著しく制限

されるもの

５

　
　
　級

6

　
　
　級

7

　
　
　
　
　級
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【文書判定】 【直接判定】

再判定事務の流れ

再判定対象者

市町村（障がい福祉主管課）

支所（総合振興局（振興局）社会福祉課）

心身障害者総合相談所（総合相）

支所

市町村

再判定対象者

総合相

支所

市町村

再判定対象者

市町村

総合相

支所 市町村

再判定対象者

○判定依頼
・ 判定依頼書
・ 判定依頼調査書
・ 社会生活能力調査書
   ※内容に関する照会先を必ず記載
・ 同意書
・ 療育手帳の写し

○前回判定記録確認
 ・ 当所の判定記録
 ・ 児童相談所の判定記録（照会、入手）
○文書判定の実施、判定書作成
○直接判定を要するものを振り分け、連絡

○直接判定の実施を連絡

○内容確認、送付

○日程調整
（来所相談又は巡回相談）

○直接判定を実施、判定書作成

○総合相へ来所又は巡回相談へ

○判定結果受理、送付
○療育手帳（結果未記載）送付依頼

○判定結果通知
○療育手帳の持参依頼

○療育手帳（結果未記載）受理、送付

○療育手帳システムへ判定結果登録
○支所へ程度確認通知送付
○療育手帳（結果未記載）へ結果記載
○市町村へ結果通知送付

○程度確認通知
受理

○結果通知受理
○療育手帳（結果記載済）受理
○療育手帳の受け取り案内

○判定結果を送付
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